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1. 『国家』第一巻で トラシュマコスは､正義についていくつかの一見矛盾する見

解を披露する｡問題となるのは次の三つの言明である｡ ((1)～(3)の番号付けは最

初にテクストに登場する順｡)

(1)｢正義とは強者の利益である｣

(2)｢正義とは法律に従うことである｣

(3)｢正義とは他人の善 (利益)1)である｣

解釈者たちの主要な関心は､ トラシュマコスがこれらの所説によって試みてい

ることは正義の ｢定義｣ なのか､それとも現状分析の記述等々なのか､またこれ

らは相互に首尾一貫した主張をなすのかどうか､さらに首尾一貫しているとすれ

ば上の所説の相互関係はどのようであり､いずれがその核心をなすのか､そして

全体として トラシュマコスの立場はどのように性格づけられるのか､という諸点

にある｡なかでも首尾一貫性については､第二巻以降の議論が トラシュマコス説

との対決をモチーフとしているだけに､これまでにもかなりの努力が注がれてき

たように､可能な限りその確保に努めなければならない｡一貫性のない所説にプ

ラトンが甘んじて対抗しようとしたとは思えないからである｡

1)｢他人の善｣から ｢他人の利益｣への読み替えは,339d7,341a2で ｢強者の利益｣

が ｢彼らにとっての最善｣と展開されていることからも正当であると思われる｡cf. Boter(271,

n.31),Nicholson(210,m.2).
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ところが最近､エヴァ-ソンは トラシュマコス説の一貫性を根本的に疑う論文

を発表 した2)Oそれによると､ トラシュマコスは議論のはじめ(338cl340C)と途中

(340C-341a: ｢厳密論｣)と ｢大演説｣の箇所(343C-344d)とで相互に矛盾した主張

をしている｡この ｢混乱した トラシュマコス｣の挑戦は､のちの ｢グラウコンの

挑戦｣とは異なり第二巻以降のソクラテスに対応を迫るものではなく､それゆえ､

たとえ第-巻を失ったとしても以後の議論には全く差し支えがないとさえ言う3㌔

他方エヴァ-ソンに対して提出されたチャペルの批判は､ ｢定義｣についての論

点に的を絞った非常に限定的なもので､問題に十分対応していない｡本稿の目的

は新解釈の提示ではなく､こうした状況を踏まえて､上に挙げた諸問題へのこれ

までの解釈者たちの対応を整理 しつつ､ ｢強者｣ の概念が中核をなす首尾一貫し

た トラシュマコス説を描き出す ことにある｡エヴァ-ソンの議論を詳細に検討す

ることはできないが､この作業を通して少なくとも彼の基本的な論点にはこたえ

たいと思う｡

2. まず ｢定義｣か否かについて一言｡ トラシュマコスの所説が意図するのは正義

の ｢定義｣なのか､現状分析の ｢記述｣なのかといった問題に立ち入ることは避

けたい4㌔ この間題を適切に扱うには ｢定義｣の定義が必要だが､それをどの基準

2L 昔前だがMaguireも首尾一貫性を疑う｡彼は(川2)をまとめてもっぱら (被支配者

にのみ適用される)政治的な主張として (歴史的) トラシュマコスに帰し､他方(3)はこれらと

両立しないとして､政治から道徳に議論の土俵を移すためにプラトンが仕組んだ装置であると

みなす｡これに対 して政治と道徳の二分法が 『国家』の解釈には有効に働かないことについて

はBoter(262,n.7,273,withn.40,41,280n_64)を参照｡政治から道徳への移行に見えるのは､ トラ

シュマコスが ｢強者｣の概念を (誤解を招く仕方で)支配者の事例から説き起こしたことに起

因する｡Cross&Woozley(4041)も首尾一貫性の確保を実質上放棄する｡彼らによれば､(I)が ト

ラシュマコスの正義の定義であるが､支配者の観点から不正を ｢自己の利益｣として賞賛し正

義を ｢他人の利益｣として定めるときには､ トラシュマコスは支配者にとって正義は ｢自己の

利益｣となるというU)の含意を忘れて､(3)を提示するという｡だが トラシュマコスが, ｢正

しい支配者｣については請っても, ｢正しい強者｣については決して語らない点を彼らは強調

しない｡このほかにもかなり多くの解釈者が ｢混乱した トラシュマコス｣像を抱く｡これらの

論者に対す る基本的な疑問は, もし トラシュマコスの説明に不整合が生 じていれ ば,

Boter(277-278,n.52)がいうように,ソクラテスがそれを指摘しないのはおかしいという点であ

る｡

3)ただしEverson自身は第-巻の位置づけに関して ｢分離派｣ではないと斬っている｡

4む ろん定義派と分析記述派に明確に分かれるわけではないし､分類がこれにつき
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に設定するか (我々の基準か､ソクラテス ･プラ トンのそれか､それともプラ ト

ンの トラシュマコス並みのそれか)によって結果が左右され､混乱のもととなる

からである5)｡たとえ彼の所説が我々の ｢定義｣の基準を満たさなくとも､ソクラ

テス ･プラトンの ｢Xとは何か｣ (これを ｢定義｣と言うとして)の探求には沿う

かもしれないし6)､ソクラテス ･プラトンの要求する ｢定義｣の要件を満たさなく

とも､前期対話黛の多 くの対話相手のように､ トラシュマコスが ｢定義｣に関す

る制約に不注意なだけかもしれない7㌔そこでこの点については判断を保留するの

がよいと考える8).ェヴァ-ソンは (対話の前半部に関しては)(2)を正義の ｢定義｣

とみなすけれども､私が以下で､法律を正義の形式､ ｢平等 (イソテース)｣を

それに盛 り込まれた正義の内容とするボーターの解釈を用いる場合も､それを ｢定

義｣とみなしているわけではない9)｡

3. (2)｢正義とは法律に従うことである｣を トラシュマコス説の中心に据える解釈

者が少数なが ら存在する10㌔しかしこれには明 らかに無理がある｡(2)の本格的導

入はソクラテスによること､第二巻以降での トラシュマコス説の復習では(2)は言

及されないことなど,(2)に不利な情況証拠がまずある｡そ してソクラテスの導入

以前に トラシュマコス自身が法律に触れている箇所では､法律への言及は(2)の定

るわけでもない｡たとえば(1)に対する以下の性格づけはいずれも同様の事柄の異なる表現であ

ろう｡:rcductiveanalysis(Annas),descriptivedefinition(new),naturalistiCanalysis(Pappas),naturalistic

definition(脇粂)｡また大勢は(1)に関して ｢定義｣であることを否定する｡なおこの種の問題に

ついてはCross&Woozley (4-10,29139)が比較的詳しく扱っている｡

5廃除､定義の扱いをめぐってはすでにいくつかの小論争がある｡一昔前では

Houraniに対するKerferd(1964)の応答､ごく最近ではEversonに対するChapell(1993)の応答｡

6)この点はKerferd(1964:13)が正しく指摘している｡

7)この点はEverson(104,agreedbyChapell:103)が正しく指摘している｡

8如icholsonやBoterが d̀efiniti｡n'という言葉を (おそらく意識的に)避けているの

は適切だろう｡

9)本稿の執筆に際してはBoterから多くの有益な示唆を得た.

10hourani,Hadgopoulos,トラシュマコスの説明に (Eversonのいう) ｢矛盾｣が生じ

る以前の箇所についてEversonも｡ Alsocf.Reeve(1985:247,n.8,10).Houraniに対する批判は

Kerferd (1964).筆者未見だがReeveによるとAnscombeも(2)を採用する.Anscombe,G.E.M.

(1963)TwoKindsofErrorinActionJoumalofPhilosophy60:393-401.
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式ではなくかえって(1)の説明のためである｡すなわち､どのような支配体制 (僧

主独裁制､民主制､貴族制など)の国でも,支配者 (借主独裁者､民衆､貴族な

ど)は自分の利益になるように法律を制定 し､自分たち支配者 (強者)の利益 こ

そ被支配者たちにとっては正義であると宣言する､と(338d-339a)｡ここで (1)と (2)

が一種の目的一手段関係になっていることが確認できるOつまり法律の制定 (支

配者による)と遵守 (被支配者による)は､強者である支配者が利益を吸い上げ

るための一手段である11)｡併せてこれ以降の箇所では一貫 して,法律 (法令)の遵

守が ｢弱者である被支配者にとって｣の正 しさとして限定的に言及されることも

特徴的である｡

さらに(2)に関してはすでに指摘されているように10)､クレイ トボンの介入(340a-

b:esp.b6-8)の意義が決定的である｡強者である支配者が誤って強者の不利益にな

る法律を制定することもあると仮定すれば､ (2)によって正義は ｢強者の不利

益｣となり (1)と両立しなくなることをソクラテスが指摘 し(339b-e)､ トラシュ

マコスは選択を迫 られる｡そ こに唐突に介入するクレイ トボンによる(1)の改訂

(｢正義とは強者の利益になると強者が思った事柄である｣)は､実質上(2)の選

択を示唆する｡だからこの改訂の トラシュマコスによる即時却下(340C)は､彼が(l)

を選択したことを意味する｡ただし (2)を完全に放棄するのではなく､(1)を保持 し

うる限りでは(2)も容認するのである13)｡

エヴァ-ソンは､ トラシュマコスのこの選択を立場の変更とみなす｡ トラシュ

マコスは少なくともこの段階までは(2)｢法律説.｣を本気で信じていたが､ソクラ

テスに矛盾を突きつけられて立場を変更したのだと(120-123)｡このような解釈の

背景には､ソクラテスの論駁法に対する彼の否定的評価があると思われる｡エ

ヴァ一一ソンによると､ソクラテスの論駁法は対人論法であるために､ソクラテス

自身も トラシュマコスのような無能な対話相手に巻き込まれてしまい,事柄の探求

は失敗に終わるという(130-131)｡だが彼は (意図的に?)論駁法の積極的な効果

11)Hadgopoulos(206-207),Sparshott(424-425)はこの点を正しく指摘する｡

12)たとえばKerferd(1947:549-550,1964:14),Annas(41-42),Reeve(1985:247,nlO),なお

Kerferd(1947)への参照はSophistikの貢付けによる｡

13)｢･-支配者は､支配者たるかぎりにおいては誤ることがない,そして誤ることが

ない以上､支配者が法として課するのは､自分にとって最善の事柄であって､それを行うのが

被支配者のつとめである｡したがって､-正義とは強い者の利益になることを行うことであ

る｡｣(340e8-341a4)
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を評価し損なっている｡論駁による信念間の矛盾の暴露は対話相手 (トラシュマ

コス)の中核的信念を煉り出すために必要な作業である｡ トラシュマコスの目に

はいかに ｢ペテン師｣的に映ろうとも(340d, 341a-C)､げんにこの作業によって彼

は (現実の)支配者と (現実の)被支配者の間に成立する法的正義を棚上げして､

かわりに中核的信念群を束ねている ｢強者｣の観念を明確化する機会を得たので

ある｡したがって トラシュマコスは最初 ｢述べ誤 り(mi§-stating)｣を犯したという

解釈14)のほうが真相に近いだろう｡

4. (1)と(2)の関係をさらに詳しくみるにはボーターの解釈が参考になる｡それによ

ると､ トラシュマコスは正義を ｢平等 (公平,応分,イソテース)｣､不正を ｢他

人の分を犯してより多く分捕ること (過分,プレオネクシアー)｣とみなすギリ

シャの社会通念を暗黙の前提として共有している15)｡そして正義と法律の関係につ

いては､正義の実質的内容は ｢平等 (イソテース)｣であり､法律はそれを保証

するための正義の形式であるという｡この解釈は可能である｡実際､ トラシュマ

コスが不正を論 じるとき ｢プレオネクシアー｣の観念は顕著であり､特に348b-

350Cでは､無制限の ｢プレオネクシアー｣が不正な人間の特性とされている｡ま

た トラシュマコス説を復活させた ｢グラウコンの挑戦｣の箇所には､正 ･不正に

関連して, ｢すべて自然状態にあるものは､この食欲さ (分を犯すこと､プレオ

ネクシアー)をこそ善きものとして追求するのが本来のあり方であって､ただそ

れが､法律の力で強制的に平等 (ト･イソン)の尊重へと逸脱させられているの

だ｣(359C5-6)という記述もある｡

ボーターによれば､本来の正しい国家では正義の形式 (法律)と内容 (｢平等

(イソテース)｣は一致するはずだが､ トラシュマコスの描く国家は逸脱した国

家であり両者は一致しない｡支配者が自己の ｢プレオネクシアー｣ (-不正)に

奉仕するように法律 (正義の形式)を制定し悪用するからである｡したがって,

正義の名のもとに不正が実現されることになる (｢価値の転倒｣)｡被支配者に

よる法律の遵守が支配者の ｢プレオネクシアー｣ (｢強者の利益｣と言い直すこ

ともできよう)に直結するわけである｡だがこの解釈にはテクス トと合わない点

もある｡なぜならこの解釈によれば､強者である支配者も自分自身に利益をもた

14)Annas :42,46,脇候 :39など｡

1㌔ oter(268,withn.19).cf.Maguire(152-154).また両概念のもつ豊穣な含みについては

Nettlcship(36-40)を参照｡ギリシャの社会通念としての ｢イソテース｣ ｢プレオネクシアー｣に

ついてはMaguire(154,withn.35),Boter(269n.23)が挙げる文献を参照b
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らす法律には積極的に従 うはずであるのに､ トラシュマコスは ｢彼 らも法律に服

従する｣とはどこにも述べていないからである｡のちにはグラウコンが ｢法律に

従う強者｣などありえない点を強調している(359b)｡しかしこれはおそ らく､法律

(法令､命令を含む)は支配者の意のままになる以上､支配者には法的拘束力と

して機能 しないか らだろう.あるいは仮に (ボーターの解釈を少 しアレンジし

て)､ トラシュマコスの描 く国家で も支配者はあか らさまに ｢プレオネクシ

アー｣なり ｢強者の利益｣なりを法律に規定するわけではなく､あくまで ｢イソ

テース｣を定めるのだとしても､強者である支配者はその法律によって被支配者

を拘束しつつ､他方自分自身はこの法的拘束力を免れることによって ｢プレオネ

クシアー｣なり ｢強者の利益｣なりを実現しうるかもしれない｡この場合には ｢強

者｣がそのような法律に従わないことはより明らかであるが,ただしトラシュマ

コスが僧主独裁者について主張する大規模な ｢プレオネクシアー｣ (344a-C

348d)は実現できないだろう｡莫大な利益は,法律というやはり大規模な仕組み

を通してこそ得 られる16)｡このような意味で､(2)(法律の遵守)は被支配者にの

み適用されうる正義の規定であり､(1)(強者の利益)のための手段的な位置にあ

る｡

5. さて得意の ｢大演説｣で トラシュマコスが真意を披露しているという予想は見

込み違いではない｡次に､諸解釈の集中する(1)と(3)の関係を調べるために､(1)と

並んで(3)｢正義とは他人の善である｣が登場する ｢大演説｣までを整理 しておこ

う｡ トラシュマコスの ｢強者｣とは､ (｢大演説｣の箇所によれば) ｢莫大な取

り分を他人を制 して分捕る (プレオネクティン､プレオン ･エケイン)能力のあ

る者｣(344al)のことである｡したがって法律の制定､つまり利益の確保に関して

誤 りを犯すような者は､たとえ一国の支配者であっても ｢強者｣とは呼べないO

｢強者｣ は技術者のようでなければならないo技術アナロジーによる議論が抱え

る難点のいくつかは､すでにポレマルコスとの対話で明らかにされているにもか

かわらず､ トラシュマコス自身 (ソクラテスではない)がこれをあえて再導入す

るのは､ トラシュマコス流の ｢強者｣には技術力にも比肩しうる力の裏付けが必

要だからである｡ ｢厳密な意味での医者が医者である限 りは絶対に誤 りを犯さな

いのと同様に､厳密な意味での支配者は支配者である限り絶対に誤りを犯さない｣

という ｢厳密論｣の提示は､その点を確立するためのものである17)｡他方ソクラテ

16)α Boter(272,∩.36).

17)｢厳密論｣における支配者に ｢哲人王｣を嘆ぎ取る解釈(Kahn:137-138, Harrison
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スはこれを逆手に取って､ ｢いかなる技術 (者)もその対象を強者 として支配す

る(esp.342C8-9)｣､ ｢いかなる技術 (者)もその対象の利益を計る(esp･342b4-5)｣

という技術 (者)についての二つの一般的特徴を前提として､ ｢対象を強者 とし

て支配するいかなるものもその対象の利益 [ie強者自身の利益ではない]を計る｣

という結論を導いて論駁する｡

ここで トラシュマコスは不正を賞賛する ｢大演説｣を始める｡支配者を羊飼い

になぞ らえれば､羊飼いがめざす一応の対象 (目的)は羊のため (利益)であっ

ても､真の対象 (目的)は ｢自己の利益｣であるように､支配者も ｢自己の利益｣

を目指 している｡実際のところ､ ｢正義や正 しいこととは､本当は他人の善､強

者である支配者の利益であり､服従 し奉仕する者にとっては自分自身の損害には

かならない｡不正はこれの正反対である(343C3-6)｡｣げんに､正 しい人と不正な

人を比較すれば､次のいずれの場合も正 しい人は不正な人に比べて取 り分は小さ

い (エラットン ･エケイン)という結論になる18)｡(a)私人として相互の間で取 り引

きする場合 ;(b)私人として国家と取 り引きする場合 ;(C)公人として公職を奉ずる

場合 ;(dト 国の支配者として支配する場合｡いずれの場合も正しい人は ｢平等 (イ

ソテース)｣を目指すか ら､正 しい人は不正を厭わなければ得 られたはずの取 り

分を得損ねる｡だか ら彼が実現 しうるのは､不正な人が実現 しうる ｢より多くも

っこと (プレオネクティン,プレオン ･エケイン､)｣と比較すれば ｢より少な

くもっこと (エラットン ･エケイン)｣である19)｡ ｢不正な者｣として今取 り上げ

31,38,Nicholson:231,Boter:280)の意義を否定するわけではない｡ただし､そのためにトラシュ

マコスが彼自身には本来無縁で役にも立たない ｢厳密論｣を提示するようプラトンによって ｢操

作｣されている､とするHarrisonの解釈は行き過ぎである｡ ｢厳密論｣の内実は技術とのアナ

ロジーであり､本文に述べたように､ トラシュマコスにはこれを要請する理由がある｡Cr.

Sparshott(425,435).なお ｢厳密論｣については､現実離れしているという批判が根強いものの､

Reeve(1985:2501253)が d̀isposition'の概念を用いた興味深い正当化を試みている.

18keeve(1985)はこの結論から､ある推論によって正義の規定(3)が導出されるという｡

そして(d)はこの結論のあとに言われることから､(d)支配者の場合を結論とそこから導出される

(という)(3)の適用外に置き,(1)と(3)の矛盾を解消しようとする (拙論の整理では(3)iの消去

に当たる)｡だがこの解決策は明らかに誤りである｡(3)を導出する推論の妥当性にかかわらず､

(a)～(C)とともに(d)は結論を導くための一続きの事例であるから｡彼ののちの解釈(1988:18-19)

では,(d)の扱いは改善されるどころか,いっそう奇怪な形に改悪されているように思われる｡

19)この点に関するBoterの説明 : ẁheneversomeonetakesm｡rethanhisdue,someone

elsewillgetless'(269),̀nowthattheunjustmandisturbstheequilibriumandtakesmore,thejustman

atJtOmaticallygetsless.(270).'は(a)正しい人と不正な人が直接交渉する場合にしか有効ではない
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ているのは､不正が発覚して利益を得損なう者のことではなく､ ｢莫大な取り分

を他人を制して分捕る (プレオネクティン､プレオン ･エケイン)能力のある者｣

(344al)のことである｡したがって ｢最初から言っていたように､正義とはまさし

く強者の利益であり､不正とは自己の利益である(344C6-8)｡｣

ここで トラシュマコスのいう ｢強者｣の概念を再確認しておきたい20)O トラシュ

マコスは強者の典型例としてしばしば支配者を持ち出すが､これは誤解を招きや

すい21)O強者-支配者という等式は必ずしも成立しないからだO ｢且且や人間たち

の諸部族を自分の支配下におく力をもつ人たち｣(348d5-6)と彼が言うとき､支配

者の中にも正しい (あるいは無能でお人好 しの)支配者が存在すると考えている

ことは間違いないが,彼らは弱者の部類に属する｡また被支配者の中にも強者は

存在する｡法の網をかいくぐって不正を成 し遂げる者がそれである｡これに対し

て不正が発覚した場合は利益を損なうから､その人はもはや ｢強者｣ではなく ｢弱

者｣である｡したがって弱者-=被支配者という等式も必ずしも成立しない｡要す

るに ｢強者｣とは､私人の間の関係(a)も含めて(aト(d)のいずれの場合にも適用可能

な概念である｡その内実としては ｢莫大な取 り分を他人を制して分捕る (プレオ

ネクティン､プレオン ･エケイン)能力のある者｣(344al)であること､その能力

が技術力にも比肩 しうる力によって裏付けられた一種の ｢技術者｣であること､

その力によって ｢プレオネクシアー｣ (-不正)を成功裡に実現する ｢不正な人

間｣であることが強調された｡

6. さて(1)と(3)の関係が問題になるのは､両者の間に矛盾が伏在するように見える

からである｡つまり(1)と(3)を強者と弱者に等しく適用すれば､それぞれにとって

の含意は次のようになる｡

(I)｢正義とは強者の利益である｣

i強者にとって､正義とは (強者である)自己の利益である-(3)と矛盾

ii弱者にとって､正義とは (強者である)他人の利益である

(3)｢正義とは他人の利益 (善)である ｣ (VS.｢不正とは自己の利益である｣)

だろう｡

2O)この点についてはBote,,Annasが参考になる｡

'-1)それゆえ多 くの解釈者が誤って強者-支配者 とみるために無用の混乱を招いてい

る｡ほんの一例として,Nicholson(214)は, ‥ ànother" cannotbeequatedwith …stronger,i.e.

ruler(S)",becauseThrasymachus-examplesshowthat…another" Can beafellow-subjectaswellas

amler.'として ｢他人の善｣と ｢強者の利益｣は同義であり得ないと論 じる｡
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i強者にとって､正義とは (他人である)弱者の利益である-(1)と矛盾

ii弱者にとって､正義とは (他人である)強者の利益である

このように,矛盾するのは強者の場合だから､両規定から引き出した二つの含意

のうちどちらか一方､あるいは両方を消去することによって矛盾を回避する解釈

が考えられる｡つまり解決策の候補は次の三つである｡

①強者には(1)が適用されないと解釈する ((1日の消去)

②強者には(3)が適用されないと解釈する ((3日の消去)

(卦強者には(1)と(3)の両方が適用されないと解釈する ((1)iと(3)iの消去)

個々の解釈者を取り上げてそれぞれの解釈を簡単に検討しよう｡

①を採用するのはカーファー ド(1947,1964)である22)Oトラシュマコス説をめぐる

近年の論争は彼が1947年に発表 した論文に端を発する｡彼が(1日 を消去するテク

ス ト上の主根拠は､(1)｢正義とは強者の利益である｣という言明について､ソク

ラテスの解釈 (｢弱者にとって正しい｣: 338C5)にも､ トラシュマコスの解説

(｢自分たち支配者 (強者)の利益こそ被支配者たちにとって正義であると宣言

する｣: 338e3)にも､限定が付されている点にある｡つまり(1)が弱者や被支配者

の観点か らのみ限定的に述べられていることは､ソクラテスとトラシュマコスに

共通の了解事項である｡ (カーファー ドのために､同様の限定付加が文脈上必要

である箇所として339dト3,eト2,7-8,340b2-3,b6-8,341a2-4を追加できる｡)したがっ

て強者や支配者にも適用できる正義の包括的説明は(3)であり､(1)はそれに従属す

る限定的説明である｡

だがこれに対 しては,限定句なしの表現がかなりあるという反論がす ぐに思い

つく｡不正を賞賛する ｢大演説｣の途中の表現も (｢正義や正 しいこととは､本

当は(3)他人の善､(1)強者である支配者の利益である: 343C3-4｣)､その末尾の表

現 も(｢最初か ら言っていたように､(1)正義とは強者の利益にはかな らない｣:

343C)､限定句なしである｡後者をカーファー ドは次のように読む｡ J̀ustice in

practice(whenlookedatfrom thepointofviewoftheruled)amountstoseekingthe

interestofthestrongerasbeinganother'sinterest'(559)下線部は彼の付加､括弧内も

彼の補足であって､いずれもテクス トにはない｡それどころか､のちにソクラテ

スも限定句なしに復習するし(347el)､アデイマントスによる トラシュマコス説の

再提示でも､ ｢正義とは(3)他人の善､(1)強者の利益である｣と限定句なしに､し

かも一息に言われている(367C)｡ これ らは(2)(｢正義 とは法律に従 うことであ

22加icholson,Annas,Sparshottも彼に従う｡
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る｣)には注意深 く限定が付されていたことと対照的である｡実際､限定付加が

文脈上必要な箇所として上に追加したものは (カーファー ド自身があげる338e3も

含めて)､いずれも法律の遵守に議論の焦点がある場合であり､(2)の限定付けに

依存しているようにみえる｡限定句なしのこのような単純な並置は, ｢他人の善｣

と ｢強者の利益｣が同じ内容の言い換えである可能性を示唆する｡

さらに､ トラシュマコスの発言での(1)と(3)の出現回数は､(1)の六回(338Cト2,

339a1-2,3-4,341a3-4,343C4,344C7)に対 して(3)はただ一回(343C2)で､(3)に不利な情況

証拠となる23)O実際､もし(3)｢正義とは他人の善である｣という規定が トラシュマ

コス説の真意ならば､カーファー ドに従ってこの解釈を採用するニコルソン自身

が認めるように(232)､なぜ トラシュマコスは最初からこれを提示しなかったのか､

そ してこの規定を詳細に展開しなかったのかという疑問が生じる｡それゆえ､も

し(1)と(3)が同じ内容の言い換えであるならば､(1)を トラシュマコス説の核心に位

置づけることは的はずれではない｡

②を採用するパーカー(95)は､(1)｢正義とは強者の利益である｣から､一般に流

布 した定義によれば､支配者以外のすべての人にとって(3)｢正義は他人の善 (刺

益)である｣と論 じる((3)iの消去)｡しかしもしそうなら､支配者にとっては ｢正

義 とは自己の利益である｣ことになるが､これは ｢不正とは自己の利益である｣

という ｢大演説｣の末尾の言葉と明らかに矛盾する｡

③を採用するのはア-ウイン(1977:30,289,n.24)である2Ji).彼は トラシュマコス

の正義の定義を一貫 して(1)とみなすが､一貫性を確保するために､正 ･不正は被

支配者にのみ帰せ られ得るとして､強者や支配者について矛盾する含意全体の抹

消を試みる｡だがこの試みは根拠薄弱である.なぜなら､最も完全な ｢不正｣を

犯す者 として トラシュマコスが賞賛する借主独裁者は､明らかに強者であり支配

者であるから25)0 ｢強者｣を支配者とさえ区別される ｢体制 (regime)｣とみなす

彼ののちの解釈(1995:175-176,377n.29,378n.30)は､支配者には正 ･不正を帰すこ

とができるので､この批判を免れるかもしれない｡だが ｢強者の利益｣を ｢体制

の安定｣と読み替える彼の抽象的な理解は､ トラシュマコスを無毒化するもので

到底受け入れがたいo トラシュマコスがある種の支配者を強者の部類に入れてい

23)Reeve(1985:248)の指摘による｡

24)Maguire(146-147)も同様の見解を示す｡

25)協候(34-35)もこの点を指摘する｡



34

ることも明白であるし､ボーター(27)やニコルソン(226)が正しく指摘するように､

｢体制の安定｣は強者である支配者の利益になる限 りでのみ目指されるものであ

る26)O

ア-ウインの解釈は強者に不正までも容認しない点に無理があり,採用できな

いが,上で確認した ｢強者｣の概念に照らすならば､ ｢強者｣ (支配者ではない)

について(1)と(3)の両方の規定を適用外とする解釈③が適切である｡ ｢強者｣とは

公私いずれであれ､ ｢プレオネクシアー｣ を実現 しうる ｢不正な者｣であって,

その概念はもともと ｢正義｣や ｢正 しいこと｣ とは相容れないものであった｡ こ

のことは要するに, ｢強者｣にとっての正義など存在 しないということである｡

したがって,強者がある行為によって ｢自己の利益｣をえる場合,それは ｢強者

の利益｣であるか ら,その行為 (をなす強者)は(3)により不正であると同時に(1)

により正しくもある,と考えてはならない｡

この解釈に基づいて問題の箇所(343C3-6)は次のように整合的に読める｡ ｢正義

や正 しいことは [弱者にのみ属するか ら]､それは本当は他人 [つまり強者]の

善､強者である支配者の利益であり､服従 し奉仕する者 [つまり弱者]にとって

は自分自身 [つまり弱者]の損害にはかな らない｡｣この正義の説明に ｢強者に

とっては-｣というフレーズが欠けているのは､ ｢強者｣にとっての正義など存

在 しないからである｡他方不正は強者も弱者も犯 しうる｡もし成功すれば (もっ

とも,成功すれば ｢弱者｣は ｢強者｣となるが)､いずれにとっても ｢自己の利

益｣となる｡また第二巻でアデイマントスは トラシュマコス説を､ ｢正義 とは他

人の善､強者の利益であるが､不正とは自己の利益であり､弱者にとっては不利

益になる｣(367C2-5)と要約するが,これも前半は上と同様に読める｡下線部は,

｢服従 し奉仕する者 [つまり弱者]にとっては自分自身の損害 [つまり弱者の不

利益]にはかならない｣という上の正義の説明と重なるように見えるが,これは

不正が成功しない場合への言及と読める｡すなわち､もし成功すれば不正は自己

の利益になるが､しかし弱者にはそれを成 し遂げるだけの力がないために､実際

には実行に移 しても発覚 して処罰されるので ｢弱者にとっては不利益になる｣の

26)｢正義とは強者の利益である｣という規定がIrwinのように解しうる仕方で提示さ

れる 『法律』714b-dと､トラシュマコス説とがこの点で違うことは､Everson(109-111)が正しく

指摘している｡ただしこの規定 (彼によれば s̀logan')の本来の趣旨は 『法律』のもので､

『国家』のトラシュマコスはこれを誤解して提示するほど混乱した人物として描かれていると

いう彼の解釈は､彼自身が認めるように全く ｢思弁的｣である(111-112)｡



｢強者｣の思想 /35

である27) .したがって不正を成し遂げる力をもたない限り,正しい行為も不正行

為も,弱者にとっては不利益にしかならないのであるOこのように(1)と(3)は互い

に同じ内容の言い換えとして読むことができ､それゆえ先に述べた情況証拠によ

り,(1)が トラシュマコス説の核心をなすということになる｡

エヴァ-ソンは(2)｢正義とは法律に従うことである｣ (および(2)を支える限 り

で(1)も)と(3)｢正義とは他人の善 (利益)である｣の関係について､ トラシュマ

コスは正 ･不正の基準として法律と自己の利害という二重の基準を提示 している

ために､彼の説明は首尾一貫していないという｡たとえば僧主独裁者が不正とさ

れる理由は, トラシュマコスが(2)の規定に基づいて論じていた (という)段階で

は違法行為によるが,(3)を導入 した ｢大演説｣の段階では ｢自己の利益｣を追求

することによるという(cf.344a-C)｡しかしながらすでに述べたように､借主独裁者

(一般に支配者)にはもともと法的拘束力が働かないから､彼 (ら)にとっては

自己の利害のみが正 ･不正の基準となる｡他方被支配者の場合には,たしかに二

重の基準によって正 ･不正が判定されるといえるかもしない｡だがこの場合も,

二重の基準に見える法律と自己の利害は実際には支配者にようて関連づけちれて

いるので,少なくとも正 ･不正の判定そのものには不整合は生じないだろう｡つ

まり,法律は支配者である限りの支配者 (厳密な意味での支配者)に有利につく

られているために､法律の遵守 (正義)は被支配者に自己の不利益 (-正義) し

かもたらさない (このとき正義で一致する)｡他方自己の利益 (-不正)を実現

するためには違法行為 (-不正)が必要である (このとき不正で一致する)｡

7. エヴァ-ソンは ｢混乱した トラシュマコス｣の所説を第二巻以降のソクラテス

に対応を迫るものではないと否定的に評価する｡だが実際には､これまでに見て

きたように､彼の ｢強者｣の思想は首尾一貫したものであり､ソクラテスに対決

を迫るだけの力をもっている｡次にその一端を示すものとして､技術者としての

｢強者｣の側面がソクラテスの論駁をくぐり抜けて第二巻に継承されるまでを簡

単に追跡しておきたい｡

トラシュマコスが ｢羊飼いの喰え｣ に訴えたとき､ソクラテスは､もしこの喰

えでも ｢厳密論｣を貫くならば､二つの技術を想定しなければならないとみなす｡

つまり羊の利益を計る ｢羊飼育術｣と､自己の利益を計る ｢報酬獲得術｣である｡

なぜなら､ 一 般に技術はそれぞれの機能 (デュナミス)によって区別され､それ

27haguire(148)がこの箇所に関して指摘する ｢意味の変更｣ (政治的支配者から,交

渉での優位な者への ｢強者｣の意味の変更など)はない｡alsocr.脇候(38,withn.8).
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に応じてそれぞれが提供する固有の利益-仕事 ･成果 (エルゴン)があるからで

ある(346a-d)｡たとえば医術は身体に健康という利益をもたらすだけで､医者が獲

得した報酬 (医者自身の利益)は医術とは別の ｢報酬獲得術｣の成果である｡こ

こで導入される ｢報酬獲得術｣という概念は､その具体的な形は描かれないもの

の､自己の利益を計る行為を一つの技術へといわば濃縮 したもので､明らかに､

ソクラテスが先に導いた結論 (技術の利他性)に例外を認めると同時に､ トラシュ

マコスに一つの立脚点を残してもいる｡ ｢厳密な意味での支配者｣とはまさしく

自己の利益を獲得する技術者､ ｢報酬獲得術者｣であると28).

この ｢厳密な意味での支配者｣を含む ｢強者｣が､技術者のように誤 りなく自

己の利益を他人の分から分捕るための手段として､第一巻では人目を盗むこと (ラ

ンタネイン)と力 (ピア-)に訴えることが挙げられている粥 344a)29),その能力

は第二巻で ｢ギュゲスの指輪｣ として文字通 り結晶化される(359C-360d)｡人はこ

の指輪のもつ力によって姿をくらまし (ランタネイン)､何でも望むままに振舞

う自由を手に入れて､他人の分を犯してより多く分捕ることができる｡このよう

な状況下では誰もが不正行為を働くだろうが､それは正義が自己にとって善では

ないこと(cf.360Cか7,358C4)､言い換えれば ｢他人の善｣であることの証拠である｡

さらに第二巻で正しい人と不正な人のどちらが幸福かを問題提起する場面では､

トラシュマコスの言う ｢強者｣に当たる不正な人間は技術者として明確に位置づ

けられている(360el362C)｡最も不正な人間は有能な技術者のように振舞うのでな

ければならない｡つまり不正を企てるにあたって誤ることなく､人目を盗む (ラ

ンタネイン)のでなければならない｡そして万一しくじった場合でも､取 り返 し

をつける能力をもっていなければならない｡つまり不正が暴かれた場合には､人

を説得するための弁論の能力をもち､実力行使を必要とする場合には､勇気と体

力により､また味方と金を用意することにより､力 (ビア-)に訴える能力をも

たなければならない｡このようであれば､実際は不正な人間でありながら正しい

28)この点を鋭く指摘する脇候(38,with n.8,39n.ll)は, ｢厳密な意味での支配者｣は

政治的な支配者である必要はないと考えるが､最大の利益を効率よく得る力をもつためには､

やはり大規模な支配と特殊な技術が結合しなければならないだろう｡Irwin(181)のように支配

と報酬獲得を複合した技術も考え得る｡他方 ｢報酬獲得術｣の別の解釈としては､ ｢よく生き

るための技術｣を頂点とする技術の階層の一段階に位置づけてソクラテス説のうちに取り込む

解釈(Åune:295,withn.10)もある｡

29ただし支配者の場合,さらに法律という強力な手段が加わることは最初に述べた

通りである｡
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人間だと常に思われるために､あらゆる所から自己の利益(cf.362b5)を得て幸福な

人生を送ることだろう｡こうして我々は トラシュマコスの ｢強者｣の概念に導か

れて, 『国家』の主要部分へ入っていくことになる｡

8. 最後に､ トラシュマコス説がどのような性格のものか｡これについては多言を

費やす まい.主な候補 として挙げ られているものは以下である30). ｢法律説

(legalism)｣ ; ｢自然の権利説(natural right)｣ ; ｢倫理的虚無主義(ethicalnihilism)

｣ ; ｢心理的利己主義(psychologicalegoism)｣｡このようなレッテル貼りにどれほ

どの意義があるのか定かではないが､もし選ぶとすれば ｢倫理的虚無主義｣と ｢心

理的利己主義｣が トラシュマコスの立場に近いのではないが 1)｡

事実､ トラシュマコスは正 ･不正を道徳 ･倫理の次元で考察 していない｡彼は

｢正義を徳､不正を悪徳と呼ぶか｣というソクラテスの問いに ｢不正は得になり､

正義は得にならない｡だからあべこべだ｣と返しながら､ ｢では正義を悪徳と呼

ぶのか｣という問いには否定 して ｢正義は [悪徳ではなく]世にも気高い人の好

さだ｡不正は [徳ではなく]計 らいの上手だ｣と答え､にもかかわ らず不正を徳

へ､正義を悪徳へ類同化 してしまうソクラテスに全く無頓着である(348C-d)｡正義

や不正というものがあることはいわば世間並みに認めるものの､そ してそれらに

ついて語るべきこともあるものの､彼の思考は徳 ･悪徳の次元 (道徳的 ･倫理的

次元と言ってよいだろう)ではなく利害得失の次元で動いている32).他方 ｢心理的

利己主義｣ を彼に帰することにはやや慎重な態度が望ましいかもしれない｡ トラ

シュマコスにとって正義は ｢人の好さ｣ であり､それゆえ正しい人は,少なくと

30)項目はKerferd(1947 ‥546-547)による｡各項目の代表的論者もそこに挙げられてい

る｡彼自身は ǹaturalright'をトラシュマコスに帰すが､これに対する批判はBoter(279withn･

59)を参照｡

31boter(279),Joseph(17-19),Guthrie(96),Maguire(158-159),Nettleship(32)などがこの見

解を採る｡e.g. T̀hereisnomotiveofmoralObligation,andnoonerecognizesanybutaprivate

interest.Atbottomeverymanisegoistic.I(Joseph=17118)脇候も実質的にはこの立場に立っている｡

Cf.｢｢正義｣とか ｢不正義｣とかいった道徳的な言葉は実は空虚で内実のないものであり､そ

れらはただ利益を得たり与えたりする行為につけられた別の名称にすぎない｡｣(脇候:39)

32)この箇所(348C2-d2)と､特にこれに続く348e9-349a3(正義に割り当てている性格を

すべて不正に割り当てることへのトラシュマコスの同意)から､Kerferd(1947 561)は f̀or

ThrasymachuslnJuSticeisamoralObligation,inallthesensesinwhichforSocratesJusticeisamoral

Obligation.'として `ethical nihilism'を斥けるが､読みが浅いのではないか｡むしろ348C2-d2

はKerferdの ǹaturalright'を斥ける根拠でさえあるかもしれないoCf.Boter(279).'



38

も正しい人や正 しい行為に対 しては分を犯 して相手をしのごうと思わないのであ

れば(349b-C)､自己の利益を追求するのはすべての人間に当てはまる事実とは言え

ないか らである33). しかしトラシュマコスが漏 らす不満(350e)か らも､ソクラテス

の論駁にかかるこの箇所を額面通 りに受け取る必要はないだろう｡むしろ､人々

は自分が不正を受けるのが怖いから不正を非難するにすぎない(34Ac)という ｢大演

説｣での発言に彼の真意があろう｡ この発言をグラウコンは､自己利益の追求は

万人に備わる本性であり､ただ不正を成 し遂げる力がないために人々は正義を尊

重するにすぎない､と明確に ｢心理的利己主義｣の形に展開してみせる(358e-

359C)34).

結び ｢歴史的 トラシュマコス｣がいかなるものであれ,プラ トンが ｢トラシュ

マコス｣の名のもとに語った ｢強者｣の思想は以上のようであったと思われる｡

だが ｢トラシュマコスが披露している見解は､このような赤裸々な形ではあまり

表明されなかったものの､当時大いに流布していた35)｣(Netlleship:27)と評される

とおり,それは特定の個人にのみ帰せ られるべき思想ではなかった｡むろん単な

る流行や風潮でもなかっただろう｡むしろ人間の魂に共通に潜在するなにものか

を映し出しているのではないか｡そ して二千年以上を経た今でも､プラトンの描

く トラシュマコス説は､多 くの人々の (彼 ら､いや私たち自身にさえ気づかれな

い)隠れた本心を暴露するものであるかもしれない｡その根深さを洞察 したプラ

トンは､第二巻で ｢トラシュマコスやその他無数の人々｣(358C7-8)の言説として

これを復活させ､対決を挑まねばならなかった｡
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